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医学部臨時定員地域枠における配分⽅針に関する要望 

 

 令和６年４⽉ 26 ⽇に開催された第４回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会にお

いて、令和 7年度の医学部臨時定員の意向の配分・調整⽅法に関し、医師多数県については、「その臨時

定員については、原則として令和６年度臨時定員地域枠に 0.8 を乗じたもの」とする⽅針が⽰されたこ

とを受け、以下について要望いたします。 

  

１． ⼤阪府内には、医師の地域偏在や診療科偏在が⽣じていることから、府内４⼤学に地域枠を設置、

これまで 65⼈の地域枠医師を養成し、現在、初期臨床研修を修了した 33⼈の地域枠医師が、府内

の医師不⾜の⼆次医療圏や産科、救急科など医師不⾜の診療科等で従事し、地域医療に貢献してい

るところです。昨年度、府医師確保計画の策定にあたり、府独⾃で地域の医療需要や医師の勤務実

態等を調査し、将来の必要医師数を算出した結果、2036 年に向けさらに約 2,000 ⼈以上の医師の

確保が必要な状況（別添「府独⾃の必要医師数の算出」参照）であることから、同確保計画において、引

き続き臨時定員による地域枠が必要とされたところです。そのため、地域に必要な医師が⼗分確保

されるまで、⼤阪府の臨時定員地域枠を削減せず、令和６年度の定員数と同数の措置を継続してい

ただきたい。 

 

２． 臨時定員地域枠の設置⽅針の決定にあたり、令和２年度の医師マクロ需給推計をその根拠としてい

ますが、新型コロナウイルス感染症における都市部のひっ迫状況や、将来の医師少数県の地域枠医

師の養成状況を⾒込んだ推計となるよう、算出⽅法を⾒直すとともに、都道府県単位の算出結果を

公表いただきたい。 

 

３． 令和７年度臨時定員地域枠の定員数については、令和６年４⽉ 26 ⽇に開催された第４回医師養成

過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会において、初めてその配分・調整⽅法が⽰されまし

た。募集定員数の急な変更は、⼊学志願者の進路選択に影響を及ぼすことなどから、定員数を削減

する場合には、⼗分な期間を設けていただきたい。 
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〇府内の病院・診療科の区分や診療科別の実態をもとに、医師の時間外労働時間の上限規制を

踏まえた府独自の必要医師数を算出

〇府算出の必要医師数では、2036年に向け大阪府全体で2, 058人の医師の確保が必要

■府独⾃の必要医師数

※現在医師数 ：日本アルトマークメディカルデータベース2022より日本医療経営機構及び京都大学が集計

府独⾃の必要医師数の算出 別添



推計手順 用いたデータ

① 2 0 2 2年の病院・診療所別、性・年齢別、
診療科別医師数について、主たる勤務先は0 .8、
残りの勤務先を0 .2換算し集計

・株式会社日本アルトマーク
「メディカルデータベース医
師数（2 0 2 2 年）」をもとに
日本医療経営機構及び京都大
学が集計

② ①について国の労働時間比データを用い、
性・年齢別労働時間による補正を行い、労働時
間補正済み診療所・病院別、診療科別医師数を
算出

・厚生労働省「医師偏在指標
データ集」

③ 病院・診療所別、診療科別の医師の労働時
間補正を行うため、「A：総労働時間数」と
「B：制限超過分の労働時間数」を算出。このう
ちBを解消させるため、新たに医師を確保すると
いう考え方にたち、②の医師数にA/（A- B）を
乗じて、労働時間補正後の医師数（2 0 2 2年）
を算出

・大阪府「医師確保計画策定の
ための実態調査」

④ 市町村別人口を二次医療圏単位で集計 ・国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人
口（平成3 0年（2 0 1 8年）推
計）」

⑤ 外来・入院別、性・年代別、傷病大分類別
受療率を用い、二次医療圏ごとの人口と掛け合
わせ、推計患者数を算出

・厚生労働省「平成2 9 年患者
調査」

⑥ ⑤で算出した患者数を診療科別に対応させ
るため、傷病大分類と診療科対応表を用い、外
来・入院別診療科別推計患者数を算出

・厚生労働省平成3 0 年度厚生
労働研究事業「ニーズに基づ
いた専門医の養成にかかる研
究」報告書

⑦ ⑥は2 0 1 7年における患者の診療科別の対
応割合を算出したものであるため、将来の小児
人口割合の変化による補正を行い、外来・入院
別診療科別推計患者数を算出

・国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人
口（平成3 0年（2 0 1 8年）推
計）」

⑧ 二次医療圏ごとの入院・無床診療所別流出
率を⑦の推計患者数に掛け合わせ、2 0 2 2年か
ら2 0 3 6年の外来・入院別、診療科別の推計患
者数の変化率を算出

・厚生労働省「医師偏在指標
データ集」

⑨ ⑧で算出した2 0 2 2年から2 0 3 6年までの
推計患者数の変化率と③で算出した2 0 2 2年の
補正後医師数を掛け合わせ2 0 3 6年の必要医師
数を算出

■必要医師数の算出⼿順

府独⾃の必要医師数の算出
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